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ガイドラインに沿った終末期における 
十分な情報提供等の評価 

 

第１ 基本的な考え方 

 

安心できる終末期の医療の実現を目的として、患者本人による終末期の医

療内容の決定のための医師等の医療従事者による適切な情報の提供と説明を

評価する。 

 

 

第２ 具体的な内容 

 

医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復を見込むことが難

しいと判断した後期高齢者について、患者の同意を得て、医師、看護師、そ

の他関係職種が共同し、患者及びその家族等とともに、終末期における診療

方針等について十分に話し合い、その内容を文書等にまとめた場合に評価す

る。 

 

１ 医師又は歯科医師 

 

   後期高齢者終末期相談支援料  ２００点（１回に限る） 

 

［算定要件］

 

１ 終末期における診療方針等について十分に話し合い、文書（電子媒体を含む）又は

映像により記録した媒体（以下、「文書等」という。）にまとめて提供した場合に算

定する 

２ 患者に対して、現在の病状、今後予想される病状の変化等について説明し、病状に

基づく介護を含めた生活支援、病状が急変した場合の延命治療等の実施の希望、急変

時の搬送の希望並びに希望する際は搬送先の医療機関の連絡先等終末期における診療

方針について話し合い、文書等にとりまとめ提供する 

３ 入院中の患者の診療方針について、患者及び家族等と話し合いを行うことは日常の

診療においても必要なことであることから、入院中の患者については、特に連続して

１時間以上にわたり話し合いを行った場合に限り算定できることとする 

４ 患者の意思の決定に当たっては、「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライ

ン」（平成１８年５月２１日医政発第０５２１０１１号）及び「終末期医療に関する

ガイドライン」（日本医師会）等を参考とすること  等 
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２ 薬局の薬剤師の場合 

 

   後期高齢者終末期相談支援料  ２００点（１回に限る） 

 

［算定要件］ 

在宅患者について、患者の同意を得て、保険医及び看護師と共同し患者及びその家

族等とともに、終末期における診療方針等について十分に話し合い、その内容を文書

等により提供した場合に算定する 

 

３ 看護師の場合 

 

   後期高齢者終末期相談支援療養費  ２，０００円（１回に限る） 

（訪問看護療養費） 

後期高齢者終末期相談支援加算     ２００点（１回に限る） 

（在宅患者訪問看護・指導料） 

  ［算定要件］ 

     利用者の同意を得て、保険医と共同し、利用者及びその家族等とともに、終末期に

おける診療方針等について十分に話し合い、その内容を文書等により提供した場合に

算定する 

 


